
新潟市歴史博物館 使用料の新旧料金表

個人
団体

（20人以上） 改定率 個人
団体

（20人以上）

一般 390 310 130% 一般 300 240

大学生・高校生 260 200 大学生・高校生 200 160

中学生・小学生 130 100 中学生・小学生 100 80

一般 その都度市長が定める額 一般 その都度市長が定める額

大学生・高校生 大学生・高校生

中学生・小学生 中学生・小学生

観　覧　料

企画展示
（常設展示観覧
を含む。）

【改定後】 【改定前】

区分

常設展示
（ミュージアム
シアターの映像
を含む。）

常設展示
（ミュージアム
シアターの映像
を含む。）

区分

観覧料の額（１人につき）（円） 観覧料の額（１人につき）（円）

企画展示
（常設展示観覧
を含む。）



新潟市歴史博物館 使用料の新旧料金表

１　博物館本館 １　博物館本館

企画展示室 企画展示室

セミナー室１ セミナー室１

セミナー室２ セミナー室２

セミナー室３ セミナー室３

設備 設備

改定率

２　旧第四銀行住吉町支店 130% ２　旧第四銀行住吉町支店

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間

午前９時30分から
正午まで

午後１時から午後
５時まで

午後６時から午後
９時まで

午前９時30分から
正午まで

午後１時から午後
５時まで

午後６時から午後
９時まで

会議室 2,600 4,550 3,250 会議室 2,000 3,500 2,500

日本間 2,600 4,550 3,250 日本間

設備 設備

３　屋外施設 ３　屋外施設

単位 金額（円） 単位 金額（円）

１日 130 １日 100

１月 2,080 １月 1,600

１日１平方メートル 10 １日１平方メートル 10

午前

午後１時から午後５時まで

施設等使用料

施設等使用料の額（円）

別に市長が定める額

1,500

8,500

午前９時30分から正午まで

2,500

14,000

午後１時から午後５時まで

午後

業として行う写真、映画撮影又は興行

区分 区分

1,950

1,950

区分

施設等使用料の額（円）

別に市長が定める額

午前

1,950

11,050

午前９時30分から正午まで

3,250

3,250

3,250

18,200

競技会、集会、展示会、博覧会、音楽会その他これらに類する催し

行為

午後

行商

行為

行商

【改定後】 【改定前】

４　携帯用展示解説機器使用料　１台につき130円 ４　携帯用展示解説機器使用料　１台につき100円

施設等使用料の額（円）

別に市長が定める額

施設等使用料の額（円）

別に市長が定める額

区分

競技会、集会、展示会、博覧会、音楽会その他これらに類する催し

業として行う写真、映画撮影又は興行



新潟市歴史博物館 使用料の新旧料金表

品名 使用料の額（円） 品名 使用料の額（円）

移動式展示ケース
（壁面ハイケースＡ）

１台 １日 3,380 移動式展示ケース
（壁面ハイケースＡ）

１台 １日 2,600

移動式展示ケース
（壁面ハイケースＢ）

１台 １日 2,080 移動式展示ケース
（壁面ハイケースＢ）

１台 １日 1,600

移動式展示ケース
（行灯ケース低床）

１台 １日 1,230 改定率 移動式展示ケース
（行灯ケース低床）

１台 １日 950

移動式展示ケース
（傾斜型ローケース）

１台 １日 1,100 130% 移動式展示ケース
（傾斜型ローケース）

１台 １日 850

展示パネル １台 １日 130 展示パネル １台 １日 100

免震台 １台 １日 130 免震台 １台 １日 100

ポール・ターフ １台 １日 130 ポール・ターフ １台 １日 100

スポットライト １台 １日 260 スポットライト １台 １日 200

展示用ビデオ
デッキ

１台 １日 1,170
展示用ビデオ
デッキ

１台 １日 900

入替用パネル １台 １日 130 入替用パネル １台 １日 100

イーゼル １台 １日 130 イーゼル １台 １日 100

スライド映写機 １台 １回 1,040 スライド映写機 １台 １回 800

可搬式映写スク
リーン

１台 １日 520
可搬式映写スク
リーン

１台 １日 400

パネル用照明器
具

１台 １日 60
パネル用照明器
具

１台 １日 50

ＣＤラジカセ １台 １回 260 ＣＤラジカセ １台 １回 200

テーブルクロス １枚 １回 520 テーブルクロス １枚 １回 400

液晶プロジェク
ター

１台 １回 1,040
液晶プロジェク
ター

１台 １回 800

電気受口 １個（１KWにつき） １回 260 電気受口 １個（１KWにつき） １回 200

附属設備使用料

単位 単位

【改定後】 【改定前】


